
98． 日本の法曹人口及び各法曹一人当たりの国民数

(注） （ ）内の数字は、裁判官にあっては簡裁判事を加えた裁判官数を、検察官にあっては副検事を加えた検察官数を計上し7

(注)人口は総務省統計局による令和6年4月1日現在の数である。
裁判官数、検察官数は令和6年度の定員である。

弁護士数は令和6年4月1日現在の正会員数（日本弁護士連合会調べ）である。

(注)各一人当たりの国民数は、人口を、裁判官・検察官・弁護士・法曹人口合計の各数で除したもの（単位未満は四捨五入） 。

検察官にあっては副検事を加えた検察官数を計上したもの。
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国名
人口

(単位千人）
裁判官
(単位人）

検察官
(単位人）

弁護士
(単位人）

法曹人口合計

(単位人）

各1人当たりの国民数（単位人）

裁判官 検察官 弁護士 法曹全体

日 本 124,002
3，020

(3,826）

1，888
，

(2,767）
45,825

50,733

(52,418）

41,060

(32,410）

65，679

(44,815）
2,706

2,444

(2,366）


